


下呂（県） －

低層住宅地

一般住宅のほか農地

も多く見られる住宅

地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北200 350 100 50 低層住宅地

-

「都計外」

　人口は、微減傾向及び少子高齢化傾向である。

　山間地区の既成集落で変動要因は特に認められない。

　特に変化はみられない。

　賃貸借市場が未成熟な地域事情から収益価格を求めることができなかった。従って、数は少ないが、市場性を有する比準

価格を採用して、周辺の地価調査価格とのバランスも充分考慮し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅

Ｗ２

　古くからの集落で、変動要因は認められず、当分の間は現状程度にて推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の

状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価

格

形

成

要

因

の

変

動

状

況

ら

の

検

討

②変動率

前年標準価格 6,500 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公

示

価

格

を

規

準

と

し

た

価

格

⑥対象基準地

  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地

標準地

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦

内

訳

飛騨萩原駅

北西方 9.8km

飛騨萩原

9.8km

(8)

南西7m市道

「都計外」

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位北、７

ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地

番号

提出先

2

岐阜県

所属

分科会名

中分科会

印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

351

( )

⑨法令上の規制等

台形

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近

隣

地

域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の

　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等

   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

6,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整

   ・検証及び鑑定

   評価額の決定の

   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.5 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25
平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

下呂市馬瀬中切字相津垣内１６９９番２外

0.0方位

不動産鑑定士

氏名

　補正

ほぼ整形

指

定

基

準

地

か

ら

の

検

討

⑥対象基準地

  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦

内

訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対

象

基

準

地

の

前

年

標

準

価

格

等

か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日
正常価格

平成 25年 7月 16日平成 25年 7月 1日

2,250,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 6,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類

路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)

路

線

価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏の範囲は下呂市内の旧馬瀬村全域であるが、旧馬瀬村自体が南北に縦走する清流馬瀬川沿いに散在する山間集

落の集合体であり、当地区における最近の土地取引は非常に少ない。稀に見られる取引は、別荘地利用のものか事情絡みの

隣地買増であることが多く、需給関係は非常に弱い。需要の中心となる価格帯を見いだす程の取引もない。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地

点）である場合の検討

下呂（県） 2－

開発法
開発法による価格 ／   円／㎡

丸山　正樹





下呂（県） －

低層住宅地

一般住宅の中に店舗

も見られる住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 100 50 低層住宅地

-

「都計外」

　人口は、微減傾向及び少子高齢化傾向である。

　静態的な既成住宅市街地にあり、地域の変動要因は特に認めら

れない。

　特に変化はみられない。

　当市における共同住宅等の収益物件は、旧下呂町及び旧萩原町には散見されるものの、対象基準地が所在する旧小坂町に

は殆ど皆無で、賃貸借市場が未成熟な地域事情にあり、収益価格は試算できなかった。従って、市場性を有する比準価格を

採用して、指定基準地との価格均衡に留意し、周辺の地価調査価格とのバランスも考慮し、鑑定評価額を上記のとおり決定

した。

［

［

住宅

Ｗ２

　飛騨小坂駅に近接する既成住宅地域で特記すべき変動要因が認められないので当面は現状維持を予測する。また、地価動

向は需要低調な地域事情を反映し、下落基調のままで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の

状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価

格

形

成

要

因

の

変

動

状

況

ら

の

検

討

②変動率

前年標準価格 22,900 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公

示

価

格

を

規

準

と

し

た

価

格

⑥対象基準地

  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地

標準地

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦

内

訳

飛騨小坂駅

南東方 180m

飛騨小坂

180m

(8)

南東4m市道

「都計外」

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位北、４

ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、

下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地

番号

提出先

4

岐阜県

所属

分科会名

中分科会

印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

323

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近

隣

地

域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の

　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等

   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

22,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整

   ・検証及び鑑定

   評価額の決定の

   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.2 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25
平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

下呂市小坂町大島字塚中１７４６番１

+2.0方位

不動産鑑定士

氏名

　補正

ほぼ長方形

指

定

基

準

地

か

ら

の

検

討

22,500

⑥対象基準地

  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

下呂 -

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

+6.9

-5.7

+32.0

0.0

0.0

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦

内

訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

30,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

133.1 ］

96.1［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対

象

基

準

地

の

前

年

標

準

価

格

等

か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日
正常価格

平成 25年 7月 16日平成 25年 7月 1日

7,240,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 22,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類

路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)

路

線

価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、旧小坂町の住宅地域のほぼ全域であり、なかでも大島、大垣内地区等において代替・競争関係が特に強い

。需要層は地縁性を有する市内在住者が中心であるが、土地需要は低迷状態を続けており需給関係は弱い。土地取引は概ね

２０，０００～２４，０００円／㎡程度が需要の中心になっているが、顕在化する取引事例は非常に少ない。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地

点）である場合の検討

下呂（県） 4－

開発法
開発法による価格 ／   円／㎡

丸山　正樹







下呂（県） －

低層住宅地

中規模一般住宅の多

い住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 150 100 50 低層住宅地

-

(都)２住居

(70,160)

　人口は、微減傾向及び少子高齢化傾向である。

　平成２４年７月２４日に濃飛横断自動車道、保井戸と金山町岩

瀬間、約５．１ｋｍが開通し、郡上までのアクセスが向上した。

　特に変化はみられない。

　周辺には、自用の建物のほか、アパート等の賃貸物件も散在しているが、新たに土地を取得し、収益物件としてアパート

が建設されるのは皆無に等しい地域である。自用目的での取引が支配的であり、比準価格を採用し、収益価格を参考とし、

指定基準地との価格の均衡にも留意して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅

Ｗ２

　当該地域は既成住宅地域として地域要因は静態的に推移し当面は現状維持を予測する。また、地域経済が低迷する中、住

宅地需要が低調であるので、地価は当面は下落傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の

状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価

格

形

成

要

因

の

変

動

状

況

ら

の

検

討

②変動率

前年標準価格 41,400 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公

示

価

格

を

規

準

と

し

た

価

格

⑥対象基準地

  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地

標準地

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦

内

訳

下呂駅

南東方 1.5km

下呂

1.5km

(8)

南西4m市道､

南東側道

(都)２住居

(60,300)

（その他）　　　　

(70,160)

古くからの住宅地域で、全

般に道路幅員がやや狭い。

基準方位北、４

ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、

下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地

番号

提出先

7

岐阜県

所属

分科会名

中分科会

印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

233

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近

隣

地

域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の

　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 23.0 ｍ、　規模 230  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等

   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

39,800 円／㎡

24,900 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整

   ・検証及び鑑定

   評価額の決定の

   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.9 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25
平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

下呂市森字森田６２１番１０

+1.0

+2.0

方位

角地

不動産鑑定士

氏名

　補正

ほぼ長方形

指

定

基

準

地

か

ら

の

検

討

39,600

⑥対象基準地

  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

下呂 -

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

+6.9

+1.9

-30.0

0.0

0.0

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦

内

訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

30,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

76.3 ］

96.1［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対

象

基

準

地

の

前

年

標

準

価

格

等

か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日
正常価格

平成 25年 7月 16日平成 25年 7月 1日

9,270,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 39,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類

路線価又は倍率

32,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)

路

線

価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、旧下呂町の住宅地のほぼ全域であるが、なかでも市街地に近接する既成住宅地域において代替・競争関係

が強い。需要者層は地縁性を有する地元需要者や３０才台に代表される第１次取得者層が中心であり、外部からの需要流入

は少なく需給関係はやや弱い。需要の中心となる価格帯は土地価格で４０，０００円／㎡前後である。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地

点）である場合の検討

下呂（県） 7－

開発法
開発法による価格 ／   円／㎡

丸山　正樹



下呂（県） －

低層住宅地

山間の一般住宅のほ

か、工場も混在する

住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北250 200 30 50 低層住宅地

-

「都計外」

　人口は、微減傾向及び少子高齢化傾向である。

　平成２４年７月２４日に濃飛横断自動車道、保井戸と金山町岩

瀬間、約５．１ｋｍが開通し、郡上までのアクセスが向上した。

　特に変化はみられない。

　収益価格は、山村農家住宅地域で、賃貸市場が未成熟で共同住宅もなく試算できなかった。したがって、マクロ的観点か

らの地価水準、下呂市内の地価調査価格及び周辺市町村の取引事例とのバランスに充分留意し、比準価格を採用し、鑑定評

価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅

Ｓ２

　当該地域は山間の既存集落地域で地域要因は静態的であり当面は現状維持を予測する。地域経済が低迷するなか住宅地需

要は低調であり、地価は下落基調で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の

状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価

格

形

成

要

因

の

変

動

状

況

ら

の

検

討

②変動率

前年標準価格 10,500 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公

示

価

格

を

規

準

と

し

た

価

格

⑥対象基準地

  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地

標準地

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦

内

訳

ＪＲ下呂駅

南東方 9km

下呂

9km

(8)

西4m市道

「都計外」

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位、北４

ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、

下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地

番号

提出先

8

岐阜県

所属

分科会名

中分科会

印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

190

( )

⑨法令上の規制等

台形

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近

隣

地

域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の

　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等

   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

10,100 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整

   ・検証及び鑑定

   評価額の決定の

   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.8 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25
平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

下呂市宮地字岩本７７番１２外

0.0方位

不動産鑑定士

氏名

　補正

ほぼ長方形

指

定

基

準

地

か

ら

の

検

討

⑥対象基準地

  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦

内

訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対

象

基

準

地

の

前

年

標

準

価

格

等

か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日
正常価格

平成 25年 7月 16日平成 25年 7月 1日

1,920,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 10,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類

路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)

路

線

価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、旧下呂町の郊外住宅地域のほぼ全域であるが、なかでも竹原地区等において代替・競争関係が特に強い。

需要層は地縁性を有する者が中心であるが、土地需要は低迷状態を続けており需給関係は弱い。需要の中心価格帯を把握で

きる程の取引もない。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地

点）である場合の検討

下呂（県） 8－

開発法
開発法による価格 ／   円／㎡

丸山　正樹







下呂（県） －

低層店舗住宅併用地

小売店舗、営業所等

が建ち並ぶ商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 0 70 70 低層店舗住宅併用地

5

-

(都)商業

(80,400)

準防

　景気は、上向き傾向であり、地価にもプラスの影響がある。

　平成２４年７月２４日に濃飛横断自動車道、保井戸と金山町岩

瀬間、約５．１ｋｍが開通し、郡上までのアクセスが向上した。

　特に変化はみられない。

　近隣地域は、自営の店舗や事務所、事業所等を中心に賃貸物件も散見されるものの、貸店舗需要は総じて低く、収益価格

は低めに算出された。従って、市場性を反映し、相対的規範性が高い比準価格を標準として収益価格を関連づけ、公示価格

（下呂５－１）との均衡に留意のうえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅

Ｓ３

　店舗、事業所等が建ち並ぶ商業地域で地域要因は総じて安定的に今後も推移すると予測する。景気回復傾向を受け、地価

は下落幅を若干縮小させる傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の

状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価

格

形

成

要

因

の

変

動

状

況

ら

の

検

討

②変動率

前年標準価格 68,600 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公

示

価

格

を

規

準

と

し

た

価

格

66,500

⑥対象基準地

  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

下呂 1

代表標準地

標準地

5

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.1

+2.7

+16.0

0.0

0.0

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

⑦

内

訳

ＪＲ下呂駅

南東方 900m

下呂

900m

(8)

北東8.6m市道

(都)商業

(80,400)

準防

（その他）　　　　

地元顧客を対象とする古く

からの商店街である。

８．６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、

下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地

番号

提出先

3

岐阜県

所属

分科会名

中分科会

印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

290

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近

隣

地

域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の

　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 25.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等

   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

68,500 円／㎡

49,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整

   ・検証及び鑑定

   評価額の決定の

   理由

公示価格

84,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.1 ％ ％

119.3 ］

98.5［ ］ 100［ ］

105.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25
平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

下呂市森字折坂８５９番２０外

ない

不動産鑑定士

氏名

　補正

ほぼ長方形

指

定

基

準

地

か

ら

の

検

討

⑥対象基準地

  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦

内

訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対

象

基

準

地

の

前

年

標

準

価

格

等

か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日
正常価格

平成 25年 7月 16日平成 25年 7月 1日

19,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 66,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類

路線価又は倍率

54,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)

路

線

価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は旧下呂町内の商業地域のほぼ全域であるが、なかでも対象基準地との代替・競争関係は、温泉街でない森地

区の商業市街地において特に強い。代表的な需要層は地縁性を有する法人事業者を主体としているが、下呂温泉街の集客力

はやや持ち直す気配があるものの、地域経済は低迷を続けており、当地区商業地の需要不足は否めず需給関係は弱い。土地

取引の価格帯は６７，０００円／㎡前後が需要の中心である。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地

点）である場合の検討

下呂（県） 3－5

開発法
開発法による価格 ／   円／㎡

丸山　正樹



下呂（県） －

低層店舗住宅併用地

低層店舗が建ち並ぶ

駅前の商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 50 10 低層店舗住宅併用地

5

-

(都)商業

(80,400)

準防

　景気は、上向き傾向であり、地価にもプラスの影響がある。

　平成２４年７月２４日に濃飛横断自動車道、保井戸と金山町岩

瀬間、約５．１ｋｍが開通し、郡上までのアクセスが向上した。

　特に変化はみられない。

　近隣地域は自営の店舗等が大半であり、賃貸物件は少なく貸店舗需要は総じて低い。従って、市場性を反映し相対的規範

性が高い比準価格を標準として収益価格を関連づけ、公示価格（下呂５－１）との価格均衡に留意、鑑定評価額を上記のと

おり決定した。

［

［

店舗兼住宅

Ｗ２

　土産物店等が建ち並ぶＪＲ下呂駅前の商業地域で地域要因は、安定的である。大型老舗旅館の営業不振等、地域経済は低

迷状態のなか商業地需要は低調であり、地価は下落傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の

状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価

格

形

成

要

因

の

変

動

状

況

ら

の

検

討

②変動率

前年標準価格 69,300 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公

示

価

格

を

規

準

と

し

た

価

格

67,300

⑥対象基準地

  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

下呂 1

代表標準地

標準地

5

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-2.9

+19.0

0.0

0.0

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

⑦

内

訳

ＪＲ下呂駅

西方 50m

下呂

50m

(8)

東7m県道

(都)商業

(80,400)

準防

（その他）　　　　

特記すべき事項はない ７ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、

下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地

番号

提出先

4

岐阜県

所属

分科会名

中分科会

印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

355

( )

⑨法令上の規制等

台形

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近

隣

地

域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の

　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等

   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

69,300 円／㎡

55,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整

   ・検証及び鑑定

   評価額の決定の

   理由

公示価格

84,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.0 ％ ％

117.9 ］

98.5［ ］ 100［ ］

105.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25
平成 25年 7月 17日　提出

宅地-1

下呂市幸田字下小瀬１３９７番１１外

ない

不動産鑑定士

氏名

　補正

ほぼ長方形

指

定

基

準

地

か

ら

の

検

討

⑥対象基準地

  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地

域

要

因

街路

交通

環境

行政

その他

標

準

化

補

正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦

内

訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対

象

基

準

地

の

前

年

標

準

価

格

等

か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日
正常価格

平成 25年 7月 16日平成 25年 7月 1日

23,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 67,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類

路線価又は倍率

54,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)

路

線

価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は旧下呂町内の商業地域のほぼ全域であるが、近隣地域が下呂駅前の土産物関連の小売店舗等が集積する商業

地域であることから、対象基準地との代替競争関係は、温泉街を形成する幸田地区及び湯之島地区において特に強い。需要

層は温泉客・観光客を対象とする法人又は個人事業者であるが、下呂温泉街の集客力はやや持ち直す気配があるものの、当

地区商業地の需給関係は総じて弱い。土地取引の価格帯は６８，０００円／㎡前後が需要の中心である。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地

点）である場合の検討

下呂（県） 4－5

開発法
開発法による価格 ／   円／㎡

丸山　正樹




